
これまで、医療費が高額になりそうな時は、ご加入されている保険証の発行元（市役所・会社
等）にご自身で事前申請を行っていただき、病院へ限度額適用認定証を提出いただいていま
したが、窓口で高額療養費制度の利用について、口頭で情報提供に『同意』 いただくだけで、
限度額を超える支払いが免除となります。

　　　※ご不明な点やご質問等がございましたら、本館1階⑧番 入院受付 までお尋ねください。
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